
目 次
はじめに
１ 史料データベース
１-１ 検地帳
１-２ 知行目録
１-３ 寛永期人数帳
１-４ 正保期出減帳
２ 出減データによる年次特定
２-１ 正保期出減帳
２-２ 寛永期人数帳
３ 知行主・世帯復元による年次特定

1『立命館産業社会論集』第４７巻第３号 ２０１１年１２月

３-１ 知行主
３-２ 世帯復元
４ 墓碑・位牌による年次特定
４-１ 墓碑
４-２ 位牌
５ 地域人口と性比
むすび

はじめに

近世国家は領民の人口や移動をいつ調べ始め

たのだろうか。また，その理由や方法は何だっ

たのだろうか。本稿はこの設問に対して，仙台
＊一関市文化財保護調査委員会委員
＊＊立命館大学産業社会学部教授

１７世紀中期の人口・住民移動調査
─仙台藩・初期「人数改帳」の年次特定─

小野寺 健＊
高木 正朗＊＊

権力はいつ人を数えはじめ，その目的は何だったのだろうか。例えば古代東アジアの場合，中国に
は建初１２（４１６）年正月と記された「敦煌郡敦煌縣西宕鄕高昌里籍断簡」が現存し，日本には大宝２
（７０２）年の「御野国加毛郡半布里戸籍」がある。前者（東晋時代）の造籍は村民と兵員把握とを目的
とし，後者（大和政権）の造籍も同様に（持統３〔６８９〕年「飛鳥浄御原令」に基づく）住民調査と，
軍団編成つまり徴兵を目的としたと言われる。その約９００年後の近世国家は，初めは雑兵徴発のため
に，後には経済・社会政策のために人別改をはじめた。例えば豊前（後の肥後）国・細川氏は慶長１４
（１６０９）年１０月「豊後国速見郡人付帳」を作成し，陸奥国・伊達氏は正保２（１６４５）年５月，「（陸奥国）
東山保呂羽村吉利支丹帳」（仮題）を作成した。しかし伊達氏（仙台藩）のこの帳面については，残念
なことにその所在が不明であるため，それは原本であったのか写本であったのか，確認することがで
きない。またこの帳面が仙台藩最古の人別帳であるのか否かについても，この４０年間不明のままであ
った。しかし，２００１年に発見された新史料はわれわれに，従来の「定説」を書きかえる有力な機会を
与えることになった。そこで筆者は，関連資料をも駆使して作成年次の特定作業をおこない，その結
果をここに公表することにした。

キーワード：人口調査，住民移動，人数改帳，出減帳，知行目録，墓碑銘と位牌



藩の人数改帳に焦点をしぼり，一つの回答をえ

ることを目的としている１）。もとより筆者は，

歴史研究にとって史料（証拠）は結論の信憑性

を大きく左右するということを，十分承知して

いる。従って，ここに示した結論はあくまで仮

説であり，それは新たな史料によっていつでも

置きかえられる可能性がある。

仙台藩の人数改帳の初出については「定説」

があって，それは正保２（１６４５）の帳面である

というものである。しかしこの「定説」は，近

世村落研究会［１９５８：７５］の著者・平重道氏が

主張されたものでは勿論ない。平氏は単に「筆

者の見た範囲でもっとも年代が古いものは，正

保二年の磐井郡保呂羽村の人数改帳である」と

述べられたに過ぎない２）。しかし，それがあた

かも定説のように受けとられてきた理由は，第

１に正保２年以前の人数改帳がその後も発見さ

れなかったからであり，第２に平氏の地域史家

（市町村史執筆者）に対する学問的影響力が大

きかったからであろう。

その後４３年をへた２００１年の春，新しい史料が

小野寺健によって発見された。小野寺［２００１：

９-１９］は，寛永期の検地帳や知行目録を使用

して，仙台領１村（下折壁村）の地方知行主の

変遷を追跡したが，そこで寛永末のものと推定

される人数改帳を活用した。その後同［２００２：

８１-９１］は，この人数改帳の年次特定をすすめ，

それは寛永２０（１６４３）年に作成されたものと結

論づけた。しかしこの研究成果は，公表媒体が

地方誌であったためか，現在もこの分野の共有

知識とはなっていない３）。

そこで筆者は，史料をデータベース化して情

報検索の精度向上をはかり，改めて年次特定作

業をおこなった。その結果，仙台藩の人数改帳

の初出年次は寛永２０（１６４３）年であることが，
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改めて確認されたのである。

ここで使用する史料は二種類ある。一つは岩

手県東磐井郡室根村下折壁（現一関市室根町）

の旧家・小野寺富雄家に保存されてきた文書，

二つは公的機関に所蔵されている文書である。

前者にかかわる小野寺家は，「慶長３（１５９８）年

から安永６（１７７７）年まで約１８０年間，下折壁村

の肝入を勤めた。しかし天保８（１８３７）年４

月，西隣りの曹洞宗・龍雲寺の出火で類焼し

た」と伝えられる。それを裏付けるように，焼

尽を免れた帳面５冊は，四周が焼けこげ，蓋

（表紙・裏紙）も失われており，年次特定は１

冊を除き困難が予想された４）。

後者については岩手県立図書館と奥州市立水

沢図書館が所蔵している史料（検地帳，留守家

文書）である。

〔史料一覧〕

一「寛永期下折壁村人数改帳」（仮題，竪帳・

村控原本１冊，寛永期人数帳と略記，人頭

請判あり）

二「正保期下折壁村出減帳」（同，竪帳・村控

原本１冊，正保期出減帳と略記，人頭請判

あり）５）

三「寛文期下折壁村人数改帳」（同，竪帳・村

控原本１冊，寛文期人数帳と略記，人頭請

判あり）

四「貞享期下折壁村人数改帳」（同，竪帳・村

控原本１冊，貞享期人数帳と略記，人頭請

判あり）

五「元禄十三年下折壁村人数改帳」（竪帳・村

控原本１冊，元禄１３年人数帳と略記，人頭

請判あり）

六「寛永拾九年壬午九月廿三日 東磐井郡東山



之内下折壁村御検地帳」（竪帳・原本５冊，

検地帳と略記）６）

七「寛永仁拾壱年知行目録」（横長帳原本１冊，

知行目録と略記）

１ 史料データベース

人数改帳は炭化した部分が除去され，前後関

係に注意しつつ復元された。しかし，帳面を構

成する各丁は，その「折り」部分も焼けていた

ため，整理・復旧の過程で１丁が２片（２枚）

に分離したケースもあった。その結果，その１

片が本来の場所とは明らかに異なるところに挿

入されて，「迷子」となった紙片も散見された。

そこで筆者は，残存史料を正確に復元するこ

とを目的として，以下の３作業をおこなった。

第１に検地帳を基盤データとし，それと知行目

録データ（寛永２０〔１６４３〕年現在の屋敷名，人

頭名，持高），人数帳データ２冊分（寛永，正保

期の屋敷名，人頭名）とをリンクする。第２に

人数帳の世帯情報を別途入力し，世帯員の名前

と年齢を手掛かりに，分離した丁を結合して家

を復元する。第３に正保期出減（増減）帳は出

人・減人を書上げているので，別途に出減デー

タを作成する（従って，ファイル数は合計３と

なる）。以上である。

１‐１ 検地帳
この検地帳は，寛永１９（１６４２）年９月現在の

下折壁村名請人７７名を書上げている７）。彼らの

基礎情報は屋敷名，村役（身分）名，名前，土

地所有面積（町反畝歩），土地評価額（貫高）で

ある。

百姓たちの屋敷名や名前は，他村とおなじよ

うに区々である。村役は肝入２人，検断２人，

１７世紀中期の人口・住民移動調査（小野寺健・高木正朗） 3

組頭２０人前後だった。名請人のなかには新百姓

１１，別当（修験）２，祢宜１人が，また町屋敷

だけを所有する者が１４人が含まれていた。村の

耕地面積は２２１.８町歩（田７０.１，畑１５１.７町歩），

貫高は１１６.８貫（田８１.５，畑３５.３貫）つまり１,１６８

石だった。

１‐２ 知行目録
知行目録は，伊達一門・留守宗直が下折壁村

に所有していた知行地（５５.１貫文）の耕作者４０

名を書上げている。この目録は年次（寛永２１年

８月１４日）を記しているので，筆者は人数改帳

の年次特定に役立つと考えた。目録に記載され

た耕作者情報は屋敷名，貫高，名前である。筆

者はこの史料を，検地帳と人数帳とを媒介する

ものと位置づけ，両帳面の記載事項を点検・照

合するために使用した。

１‐３ 寛永期人数帳
寛永期人数帳は（欠損史料であるから），人

頭４８名分とその世帯情報のみを使用できる。こ

こで使用する人頭情報は，筆者の目的はデータ

リンクであるから，屋敷名，知行主名，村役

図版１ 寛永期人数改帳にみる世帯構成
（下七夕屋敷・新四良，上七夕屋敷・三右衛門）



（身分）名，戸主名，戸主夫婦の年齢である。こ

の人数帳にも村役人が記されており，それは肝

煎１，組頭１０，検断２人だった。なお人頭は全

員，請判を押している。

この人数帳の書式は，図版１の２世帯（下七

夕屋敷・新四良，上七夕屋敷・三右衛門）の書

上を注意深く見れば，十分理解できるであろ

う。

１‐４ 正保期出減帳
正保期出減帳は，後世（１８世紀末以降）の増

減帳とは異なった記載方法をとっている。帳面

の作成者・肝入は第１に，帳面作成時点におけ

るすべての世帯員「有人」を書上げる。第２に

「此外出人」として，正保２（１６４５）年～出減帳

作成時点までの出人一人ひとりの増加理由と年

次とを１～２行で記し，改めて「出人」合計を

書上げる。

第３に，両者（現世帯員と出人と）を「二口

有人」と表記し，その合計を記す。第４に同一

期間（正保２〔１６４５〕年～出減帳作成時点まで）

の各減人（本文を引用すれば「正保弐年本帳之
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内減人」）は，減少理由と年次とをやはり１～

２行で記し，「減人」合計を書上げる８）。肝入は

この作業をすべての世帯についておこない，帳

面を仕上げたのである（図版２：上た奈は屋

敷・三右衛門世帯を参照）。

１-４ａ 正保期人数書上データ

正保期出減帳は最初に，人頭と家内人数を書

上げているので，われわれは人頭３５名分の世帯

情報を活用できる。但し，ここで使用する人頭

情報は，屋敷名，村役（身分）名，戸主名，戸

主夫婦の年齢である。

１-４ｂ 正保期出減書上データ

出減書上は同一期間の６８名分を利用できる。

その内訳は出人（出生，転入）３５人，減人（死

亡，転出）３３人である。各人の情報は，屋敷名，

戸主名，本人名，戸主との続柄，年齢，性別，

移動・異動の年・月，その理由，移動元・移動

先である。しかしこれらの記載は，帳面自体が

村控であり下調べとしても利用されたから，判

読不能文字や加筆・訂正箇所を多々ふくんでい

る。

筆者は，上記４データ〔１-１～１-４ａ〕を

リンクして統合データベースとし，すべての入

力事項（人頭情報）をクロスチェックして，よ

り完璧なデータに洗練した。

２ 出減データによる年次特定

２‐１ 正保期出減帳
この帳面は，世帯員の出減（増減）つまり移

動・異動の大部分８６.８％（５９/６８）について，イ

ベントが発生した年・月を記載している。年・

月の記載があるということは，そこに正保期出
図版２ 正保期出減帳にみる世帯構成

（下た奈は屋敷・新四良，上た奈は屋敷・三右衛門）



減帳の作成年次を解く鍵があるということを示

唆している。そこで本節は，出減書上データ

〔１-４ｂ〕を使用して帳面の年次特定を試み

る。

出減書上の年・月記載には４種があった。そ

れは，１ 年・月とも記したもの（５１件），２ 年

のみ記したもの（２件），３ 月のみ記したもの

（６件），４ 年・月とも記さなかったもの（９

件）である。そこで，この４カテゴリーの中身

を検討してみる。

１ 年・月とも記した移動・異動は５１件あっ

た。その年次は（当該部分が破損し，判読不能

の１件を除くと），正保２年１１件，同３年３３件，

同４年６件（すべて２月）であった。

２ 年のみ記したもの２件は出生であった。

３ 月のみが記した移動・異動は６件あった。

筆者はこの６件のなかに，「當四月」（３件），

「當三月」（１件）と記されたものがあることに

気づいた（残り２件は単に「二月」「正月」と記

された）。

４ 年・月とも記さなかった移動・異動は９

件あった。筆者はその一部（あるいは全て）

は，正保４年に発生したイベントであると推定

した。その理由は，同年の移動・異動数は前年

に比べてかなり少ない点を考慮すると，帳面作

成者（肝入）は一々「當」と書く手間を省いた

と推定できるからである。

ここでの結論は次のとおりである。この正保

期出減帳の作成年次は正保４年４月，あるいは

同年４月以降の「ある月」のいずれかである，

ということである。その根拠は第１に，この帳

面に記された最もあたらしい年月は正保４年２

月であること（上記１），第２に「當」は近世の

一般的用語で「この」という意味（例えば「當

年，當人，當節」）であるから，「當四月」とは
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當年４月つまり正保４年４月のことだからであ

る（上記 ３）。

筆者は上記推論の根拠として，出減（増減）

年月が具体的に記された世帯一つ（正保期出減

帳に登録された，関根屋敷・鞋子世帯）を取り
あ い し

あげ，その翻刻文を以下に示す（下線，引用

者）。

「 一組頭せきね屋敷鞋子夫婦 男五拾九 女
あ い し

五拾

一子ニ久右衛門夫婦 男弐十八 女弐十

六

一久右衛門弟清兵衛夫婦 男仁拾五 女

弐拾三

一同弟□吉夫婦 男弐拾壱 女十九

一同妹ニおく年九つ

一鞋子おひニ左右衛門太郎夫婦 男三拾

七 女卅六

一此子ニ太郎助□□
破 損

一久右衛門ひこニ久年拾四つ

一同ひさ（久）弟うし年拾

（以下，下人１６人省略）

一名子ニ休四良夫婦 男三拾八 女三拾

二

一此子ニ惣右衛門年拾四

一同娘ニ祢々年拾

一久四良おやニ源左衛門年七拾五

人数三拾五人 内男仁拾人 女

拾五人

此外出人

一清兵衛孫ニ奈右衛門年仁つ 正保三年

極月生子

一下女とり津る□すて仁つ 同年八月生
腹カ



子

一名子ニ休四良男子ニや夫仁つ 同年極

月生子

出人三人 内男壱人 女仁人

二口有人三拾八人 内男仁拾壱人 女拾七

人

正保弐年本帳ノ内遍り人

一久右衛門下女ニまつ年四拾六 此者志

ふたミ村へ當四月相返し申候

志ふたミ村□下人主へ罷帰申候
鄕カ

一下女多祢年卅 此女加た濱之内からく

己村勘右衛門右之人主ニ□□正保四年
候 間

二月こし申候

一左衛門太郎おひニ左内太郎男子ニ太郎

八年五つ 三年十月煩死

一同人内金堀㐂左衛門女房 一同男子ニ

太郎年拾三 右おや仁人横沢ニうつし

罷こへ内仁右衛門女房相出シ 當四月

こし申候

一清兵衛娘ニいと年六つ 正保三年十月

煩志申候
死

一同人内久四郎娘ニ奈つ年六つ 同年同

月煩死申候

一同人男子ニさる年四つ 正保三年同月

煩死申候

一金堀喜左衛門男子ニおとこ毛斗五つ

同年同月煩死申候

一源左衛門うは年七十五 此者源左衛門

おひ義こし申候

遍り人合七人 内男仁人 女五人

遍り人拾人 内男五人 女五人

遍り拾人 内男四人 女六人 」
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２‐２ 寛永期人数帳
こうして，正保期出減帳の作成年次は正保４

年であることが確認された。それでは，寛永期

人数帳はいつ作成されたのか。その作成年次

は，小野寺［２００２］が結論づけたように，やは

り寛永２０年であろうか。

筆者はこの問題を解くために，統合データベ

ース中の寛永期人数帳データと正保期人数書上

データ〔１-３と１-４ａ〕とを連結・対比する

ことにした。その結果，連結できた件数（つま

り両帳面に登場する人頭）は２２だった。

このうち２１件の戸主夫婦（と単身戸主１名）

の年齢データは，そのすべてを利用できる。そ

こで筆者は，寛永期人数帳に記された年齢と正

保期人数書上に記された年齢とを対比し，彼ら

の年齢差を計算した。するとその年齢差は，戸

主夫婦とも４であるものが１５件（７１.４％，

１５/２１）で，全体のなかで最も多かった９）

この事実（つまり，二つの書上の年齢差は４

であるということ）は，両帳面に登録された世

帯を抽出し世帯員の年齢を追跡すれば，より確

実となるであろう。そこで筆者は，帳面の焼失

が比較的軽かった世帯一つ（前出図版１，図版

２に収録された下七夕屋敷・新四良世帯）を選

び，彼らの年齢を比較対照した（表１）。

この世帯は寛永期～正保期にかけて，世帯規

模が比較的小さかった（１４人）ので，人の移

動・異動は少なかった。二つの帳面で年齢が判

明する世帯員は（表１によれば）８名で，年齢

差が４であるものは７名（８７.５％，７/８）だっ

た。そこでわれわれは，両帳面の年次・年齢差

は４であると結論してよかろう１０）。

先に筆者は，正保期出減帳の作成年次は正保

４（１６４７）年４月以降であると確認した。両帳

の年齢差はそのまま，帳面の作成年次の差と考



えてよいであろう。そうだとすればわれわれ

は，寛永期人数帳は正保４（１６４７）年を４年さ

かのぼる寛永２０（１６４３）年に作成された，と判

断して間違いないのである１１）。

３ 知行主・世帯復元による年次特定

３‐１ 知行主
寛永期人数帳は，検地が終了するころに作成

されたのであろう，知行主（年貢取得権者）の
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名前をも記している（図版１を参照）。人頭４８

名の知行主は（御蔵分を除けば）３人，すなわ

ち安房守殿（人頭１０人），古田内道（同７人），

吉田三之丞（同１人）である１２）。

このうち安房守殿とは誰であるのか，苗字・

名前がないので，筆者には不明であった。しか

し彼は，平［１９７３a：５２４-５］を参照した結果，

伊達兵部成實であることが判明した。兵部成實

は，伊達政宗の命により慶長７（１６０２）年１２月，

伊具郡角田城から亘理郡亘理城に所領替えとな

表１ 世帯構成の変化（下七夕屋敷・新四良：１６４３，１６４７年）

一組頭下た奈は屋敷（正保４年）下七夕屋敷 古田内道分（寛永２０年）
新四良夫婦一組頭新四良夫婦

年齢差年齢性別名前年齢性別名前

ｂ-ａｂａ

４６０男新四良夫婦一５６男新四良夫婦一

４５８女５４女

-３□男子又三郎夫婦一３５男子又三郎夫婦一

-２□女２４女

４１５女又三良妹 伊勢一１１女又三良妹 伊勢一

４１２女又三良娘ニ か已一８女同娘 か已一

-□女同娘 セ□一４女か已妹 セん一

１３５男又三良弟ニ正作夫婦一３４男又三良弟正作夫婦一

４２６女２２女

４女正作娘ハ ちよ一

４５８男新四郎弟ニ藤八郎夫婦一５４男新四良弟 藤八良夫婦一

４３７女３３女

-１１男藤八郎男子ニ 三郎一

-８男同男子 夘野一□男藤八郎男子 夘一

-３男庄作男子 さん一□男卯ノ弟 宮□一

◎此外出人

六人男有人数拾四人 内六人男人数合拾四人 内

八人女八人女

◎正保二年本帳之内減人
一正作娘ニ ちよ八ツ 此女ハ正保三年極月煩死

注）表中の□は史料破損，◎は筆者追記。



る際，伊達安房守と改めたのである。「今年成

實，兵部ヲ安房ト改ラル。月日不知」（「貞山公

治家記録」巻之二十一，晦日丁巳）。

その１２年後の慶長１９（１６１４）年１月，政宗は

安房守成實の知行高を４１５貫文加増し，合計

１,０２６貫８０４文（１０,２６８石）とした（平［１９７３b：

１８７］）。この加増分については，以下の記述が

ある（下線，引用者）。「安房殿此月御加増トシ

テ亘理郡ノ内二箇邑，宇多郡ノ内一箇邑，……

磐井郡ノ内一箇邑，……本地新地都合千二十六

貫八百四文ナリ」（「貞山公治家記録」巻之二十

四，正月廿一日申戌）。つまり安房守成實は

１０,２６８石の地方給人（知行主）となったのであ

る。

ここに記された「磐井郡ノ内一箇邑」が下折

壁村であるなら，筆者には極めて好都合であ

る。何故なら，寛永期人数帳は下折壁一村の人

別書上であり，そこに安房守殿と書かれている

なら，彼は亘理伊達の当主・安房守成實その人

である，と判断できるからである。

その後筆者は，亘理伊達家文書に「慶長十九

年御加増之分知行所村々」と題する史料がある

ことを発見し，それを入手することができた。

そこに下折壁がでてくる（下線，引用者）。

「……，高拾三貫百卅弐文 片濱之内津谷川村，

高六貫拾壱文 同濱之内中才知村，高三拾弐

貫八百八拾七文 東山之内下折壁村，右拾三

口高合百五拾九貫五文（以下，省略）」

こうして，安房守殿は伊達安房守成實であ

り，彼が下折壁知行主の一人だったことが明ら

かとなった。

そこで，次の作業は寛永期人数帳の年次特定

である。安房守成實は正保２（１６４５）年に死去
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している。故にこの帳面は彼の存命中，つまり

正保２年以前に作成されたはずである。さらに

下折壁の知行主は寛永２１（１６４４）年８月１４

日１３），二代藩主・伊達忠宗の命によって，安房

守成實（亘理伊達家）から伊達和泉守宗直（水

沢留守家）に替えられた（知行目録〔史料一覧

七〕を参照）。従って寛永期人数帳は知行目録

の発給以前，つまり寛永２１年以前に作成された

はずである。

そうだとすれば寛永期人数帳は，われわれが

出減データを使って確認した年次（２-２節）

と同様，寛永２０（１６４３）年に作成されたことに

なるのである１４）。

３‐２ 世帯復元
下折壁の帳面５冊（人数改帳４，出減帳１）

は，辛くも焼尽をまぬがれ３６０年後の現在に伝

存した。筆者は前節で，この５冊のうち最初期

の２冊は，それぞれ寛永２０年と正保４年に作成

されたものであることを確認した。最後の１冊

は元禄１３（１７００）年の帳面であったから，筆者

の次の課題は残る２冊をふくむ全５冊の帳面の

年次を，改めて特定・確認することである。

年次の特定法は，まず全ての帳面に現れる世

帯をデータベースから探すことである。仮に該

当世帯が見つかったら，次の作業はその世帯の

成員（主として夫婦，後継）について，その名

前と年齢を手掛かりに全期間（５７年間）を追跡

し，世帯を復元・表示することである。その結

果筆者は，以上の条件をほぼ満たす世帯一つ

（落合屋敷・沢蔵の世帯）を見つけ，図示する

ことができた。

落合屋敷・沢蔵の世帯は，図１によれば全期

間にわたって存続した（家としては今も現存）。

この図を一瞥すれば読者は，年次不明だった帳
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m f m f m f
19* 1642 2266 25 22 23 41 80
20 1643 2277 26 23 24 42 81
1 1644 2288 27 24 43 ?
2 1645 2299 28 25 ? 44
3 1646 3300 546292
4 1647 3311 5176647203
1 1648 3322 28 ? ? ? ?
2 1649 3333 29 26
3 1650 3344 30 27 1
4 1651 3355 ? 31 28 2
1 1652 3366 32 29 3
2 1653 3377 33 30 4
3 1654 3388 34 31 5
1 1655 3399 35 32 6
2 1656 4400 36 33 7
3 1657 4411 ? 37 34 8
1 1658 4422 38 35 9
2 1659 4433 39 36 10
3 1660 4444 40 37 11
1 1661 4455 41 38 12
2 1662 4466 42 39 13
3 1663 4477 43 40 14
4 1664 4488 44 41 15
5 1665 4499 45 42 16
6 1666 5500 46 43 17
7 1667 5511 47 44 18
8 1668 5522 48 45 19 ?
9 1669 5533 49 46 20
10 1670 5544 50 47 21
11 1671 5555 51 48 22
12 1672 5566 49 52 49 23 21
1 1673 55777 50 53 50 24 22
2 1674 55888 51 54 51 25 23
3 1675 5599 52 55 52 26 24
4 1676 6600 53 56 53 27 25
5 1677 6611 54 57 54 28 26
6 1678 6622 55 58 55 29 27
7 1679 6633 56 59 56 30 28
8 1680 6644 57 60 57 31 29
1 1681 6655 58 61 58 32 30
2 1682 6666 59 62 59 33 31
3 1683 6677 60 63 60 34 32 1

1684 6688 61 64 61 35 33 2
1685 62 36 3
1686 63 37 4
1687 64 38 5

1 1688 ?? 65 ? ? 39 ? 6
7046698612

3 1690 67 41 8
4 1691 ?? 68 42 9
5 1692 01?3496?
6 1693 70 44 11
7 1694 ? 71 45 12
8 1695 72 46 13
9 1696 73 47 14
10 1697 74 48 15
11 1698 75 49 16
12 1699 76 50 17
13 1700  77 51 46 18

1 3
2 19 20 1

図 １ 世帯復元（落合屋敷・沢蔵：１６４３‐１７００年）



面２冊はそれぞれ，寛文１２（１６７２）年と貞享１

（１６８４）年に作成されたものと認めるであろう。

また，寛永２０年人数帳と正保４年出減帳との年

齢（年次）差は，図中の４名すべてが４（年）

であるから，筆者の先（２-２節）の結論はここ

でも支持されるであろう。

以下，沢蔵世帯について若干のコメントを記

し，図の読みかたの一助とする。沢蔵は寛永２０

年人数帳に同名（２７歳）で，寛文１２年人数帳に

平左衛門（改名，５６歳）として，また貞享１年

人数帳にやはり平左衛門（６６歳）として登録さ

れた。彼は世帯主を４２年つとめたが，その年齢

から推定して，貞享１年以後に死亡したであろ

う。ここでの論点は，沢蔵は帳面４冊に登録さ

れているということ，換言すれば筆者の世帯復

元は概ね妥当であるということである。

沢蔵女房（２６歳）は，正保４年出減帳を最後

に消失しているので，離縁ないし死亡したので

あろう。しかし，寛文１２年人数帳に沢蔵女房

（４９歳）が新たに登録されているので，彼はこ

の年以前に後妻をむかえたと推定できる。この

女房は貞享１年人数帳（６１歳），元禄１３年人数

帳（７７歳）にも登録されているので，これも筆

者の世帯復元の確かさを傍証するであろう１５）。

沢蔵には寛永２０年の時点で，弟・満作（２３

歳）がいた。満作は，寛文１２年の時点で弥次右

衛門に改名したが，帳面４冊に登録されかつ貞

享２年以降に死亡した点を考慮すると，兄・沢

蔵とほぼ同様の一生（ライフコース）を歩んだ

ようである。

満作女房（４９歳）は寛文１２年人数帳，貞享１

年人数帳（６１歳）に登録されているが，彼らは

慶安１～３（１６４８-１６５０）年ころに結婚したと

推定される。何故なら，寛文１２年人数帳に男

子・権（２３歳）がおり，彼は実子であったと仮
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定すると，その出生年次は慶安３年となるから

である（なお，後継・権夫婦と孫・勘太郎＝与

四郎についてはコメントを省略する）。

こうした傍系親族（弟・満作夫婦，甥・権

〔吉右衛門〕夫婦）の存在は，戸主夫婦の情報を

欠く場合，世帯復元の信頼性を補強する材料と

なるのである。

４ 墓碑・位牌による年次特定

筆者は旧家の墓石調査をおこない，その際に

位牌・過去帳を見せてもらった場合もある。調

査の目的は，寛永期人数帳・正保期出減帳の年

次特定に役立つと思われる情報は，可能なかぎ

り収集するという点にあった。調査対象は寛永

期人数帳と正保期出減帳に同時に出現するか，

あるいはその片方に出現する人頭で，かつ現在

もつづいている家（６軒）と寺（１，龍雲寺）

の墓石群である。この時の想定は，両帳面に記

された戸主（３５人，あるいは後継戸主）の死が

墓碑に刻まれる確率はゼロではない，というこ

とであった。

４‐１ 墓碑
数十竿の墓石を点検した結果，筆者はある旧

家（窪屋敷・留兵衛世帯）の墓碑（大小４２余基）

のなかに，該当する１竿を見つけだした（図版

３-１，図版３-２）。その碑銘には幸いなこと

に俗名，卒年，死去年齢が含まれていた。碑文

は以下のように記されている１６）。

「 元禄六年癸酉卒

十一月六日 孝子

圓 松岩浄香禅定門
カ

熊谷甚左衛門次家



七十二歳而卒 敬白 」

そこでこの甚左衛門を，手元史料を遡及して

探してみる。すると甚左衛門は，第１に寛永期

人数帳では戸主（留兵衛夫婦４５，４４歳）の後継

夫婦（２２，２１歳）として，同名で登録されてい

る（以後，留兵衛・甚左衛門の世帯は，３冊

〔正保期，寛文期，貞享期〕の人数書上データに

は，史料欠のため現れない）。第２に甚左衛門
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は，延宝３（１６７５）年の人数書上に戸主夫婦

（５４，５２歳）として同名で記されている１７）。

そこで，残された作業は寛永期人数帳の年次

特定である。甚左衛門は元禄６（１６９３）年に７２

歳で死去したので，出生は元和７（１６２１）年で

ある。彼は何事もなければ，寛永２０（１６４３）年

に２２歳，延宝３（１６７５）年には５４歳になったは

ずである。

先に述べたように，甚左衛門は寛永２０年人数

帳に２２歳で，延宝３年人数書上に５４歳で登録さ

れている。そこで寛永期人数帳の作成年次は，

甚左衛門が２２歳のときつまり寛永２０年となるの

である。この結果は，これまでに得られた結果

（２-２節，２-３節）と完全に整合する。

４‐２ 位牌
筆者は旧家（町屋敷・文四郎の世帯）の位牌

一柱に刻まれた法名１８のなかに，寛永期人数帳

の年次特定に役立つ手掛かりを見つけた１８）。

町屋敷・文四郎は検地帳と知行目録に，持高

４０文の名請（竿答）人として書上げられてい

る。また文四郎夫婦は寛永期人数帳と正保期出

減帳に，それぞれ３２・２６歳，３６・３０歳で登録さ

れている（両者の年齢差は４）。

文四郎は位牌にこう刻まれている。

「 宝永元年申

十月三日 文四郎

九十三年

覚庵道性居士 」

この碑文は，文四郎は宝永１（１７０４）年１０月

３日，９３歳で死去したと記している。そうだと

すれば彼は慶長１６（１６１１）年に生まれ，寛永２０

（１６４３）年に３２歳，正保４年に３６歳となったは

図版３‐１ 窪屋敷・千葉家の墓石群
旧墓は屋敷の西隣りに所在（２００４年１１月撮影）

図版３‐２ 窪屋敷・甚左衛門の墓碑
圓，松岩浄（法名の一部）などは，はっ
きりと読みとることができる。



ずである。

文四郎のこの年齢（３２，３６歳）はいずれも，

寛永期人数帳と正保期人数帳に記された彼の年

齢と完全に一致する。それ故われわれは，前者

は寛永２０年人数帳，後者は正保４年出減帳と判

断して間違いないのである。

５ 地域人口と性比

ここでわれわれは下折壁村の人口を概観して

おこう。下折壁は集落内を気仙沼街道（内陸・

一関市花泉町金沢と三陸沿岸・気仙沼とを結

ぶ）が通っているので，人びとは「町住居」と

「村住居」とに分けられた１９）。安永４（１７７５）年

作成の「風土記御用書出」（宮城縣史編纂委員

会［１９５９：６８６-７］）は，前者を８６軒，後者を１８５

軒としている（この合計値２７１は，人頭数２４５よ

り２６多い。この２６軒は借屋かもしれない）。こ

の事実を念頭に，村人口の動きを見ておこう
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（表２）。

人頭は貞享１（１６８４）年以降～元禄１３（１７００）

年に（８３から１４０へ）５７人増え，元禄１３（１７００）

年以降～安永４（１７７５）年に（１４０から２４５へ）

１０５人増えた（９１年間に１６２人増）。人頭の増加

理由は傍系親族や名子世帯の独立，いわゆる単

婚小家族（夫婦家族世帯）の一般化であろう。

これに対して総人口はやや複雑な動きをし

た。村人数は貞享１年以降～元禄１３年までの１６

年間に（１,６００から１,７２７へ）１２７人増えたが，元

禄１３年以降～安永４年までの７５年間に（１,７２７

から１,３３７へ）３９０人減った。前者の理由は新田

開発による人口扶養力の漸増，後者の理由は主

として天明飢饉による百姓たちの死亡・退転，

その後の回復遅滞と推定される。

男子人数は５７年間（寛永２０～元禄１３年），一

貫して女子人数より多く，性比（sexratio）は

平均１２７であった。その後７５年間（元禄１３～安

永４年）に，性比は単婚小家族化がすすんだ結

（単位：人）表２ 下折壁村の人頭・人口・性比（１６４２‐１８６７年）

性比計総人口人頭年次
（女子１００）（男女）女子男子（竿答人）西暦和暦

－－－－－（７７）１６４２寛永１９
１２７.７６７４２９６３７８－〔４８〕１６４３寛永２０
１２６.８６５１２８７３６４－〔３５〕１６４７正保４
１２４.４５７０２５４３１６－〔３９〕１６７２寛文１２
－－－－１,６００８３１６８４貞享１
１２７.２１,７２７７６０９６７１,７２７１４０１７００元禄１３a）

１２８.７１,７６６７７２９９４１,７６６１４０１７００元禄１３b）

１１２.２１,３３７６３０７０７１,３３７２４５１７７５安永４
１１４.５１,２８９６０１６８８１,２８９２４２１８６７慶応３

注１）人頭数は，寛永１９年は検地帳の竿答人，寛永２０～寛文１２年の〔 〕内は
人数帳の復元によって判明した数値（従って人頭の一部）。

注２）寛永２０年の男女人数は「都（合）人数」，正保４年の同人数は「人高合」
と記された村住居者の合計値。寛文１２年は一部五人組（６組分）の集計
値（各年次とも総人数は不明）。貞享１年は人頭と総人口のみ判明。

注３）元禄１３年a）は帳面「一紙」に記された総人口，同１３年b）は全五人組（２７
組分）の集計値，安永４年は「風土記御用書出」に記された数値。



果，１１２に低下した。この数値は，途中で多少

の変動はあったであろうが，それ以後（慶応３

〔１８６７〕年まで約９０年間）ほとんど変わらなか

ったであろう。

むすび

筆者は三つの作業をとおして，仙台藩の人別

改帳の初出は正保２（１６４５）年の「東山保呂羽

村吉利支丹帳」（仮題）ではなく，寛永２０（１６４３）

年の「下折壁村人数改帳」（同）であり，それは

従来の「定説」を２年遡るという結論に達し

た。

また仙台藩はその４年後（正保４〔１６４７〕年）

に，人数調べと人数増減調べ（移動・異動調

査）とを兼ねた出減帳を作成させたこと，その

中間年（正保２〔１６４５〕年）には人数改帳（「正

保弐年本帳」）を作成させたらしい，というこ

とを明らかにした２０）。

仙台藩の人別改は，筆者の結論が正しけれ

ば，寛永総検地の終了後にではなく，その最終

年に「時を移さず」おこなわれたのである。仙

台藩のこの行為は，近世国家はその権力基盤を

確立する際は必ず，土地の把握と人の把握（つ

まり耕地面積の確定と労働人口の確認と）を至

上命令として実行した，という一般的あり方を

忠実に踏襲したものであった。

徳川幕府（三代将軍・家光）は政宗に対する

領 知 宛 行 状（
りょうちあておこないじょう

領知判物）の 発 給 を 寛 永１１
りょうちはんもつ

（１６３４）年まで遅らせたので，二代・忠宗が検

地と人数調べとを迅速におこなって，財政基盤

の確立（年貢収取）を急いだのは当然であっ

た２１）。こうした推定に間違いがないとすればわ

れわれは，筆者が本稿でえた結論はこの分野に

新たな知識一つを加えるものである，と考えて
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よいであろう。

人数調べの方法は，寛永２０年人数帳を見るか

ぎり，周到な計画のもとにおこなわれたと考え

られる。藩庁はあらかじめ人数帳の「雛型」を

配布し，様式を統一させたであろう２２）。帳面の

作成責任者は肝入であり，組頭と検断がこれを

補佐したであろう。村役人たちは調査にあたっ

て，調査対象地区を町場と村方とに分けたよう

である。

しかし村役人は，各世帯のこの時期の構成は

たいてい複雑であり人数も多かったから，正確

な書上とするためにかなり苦労したと思われ

る。そこで彼らは，戸主一人ひとりに請判（押

印）を求め，彼らにも責任を負わせたのであ

る。

以上の作業から，次の結論がみちびかれる。

筆者が本稿でえた結果は，そこに至るいくつか

手順（史料整理とデータ操作，周辺資料の活

用，推論と論旨の展開）を考慮すれば，今のと

ころ揺るぎないように思われる。

しかしながらこの結論は，注５）にやや詳し

く記したように，寛永２０年より古い人別改帳

（例えば寛永１６～１９〔１６３９-１６４２〕年作成の人数

書上）が発見された場合には，むろん書き換え

られるであろう。

注
１） 仙台藩は人別改帳を一貫して人数改帳と呼称
した（但し，人別帳，人数帳，人別改，人数改
などの略称も使用）。それ故，以下の記述はほ
ぼ一貫して，人数改帳あるいは人数帳という言
葉を使用している。なお仙台藩の人数改帳は，
宗門改帳あるいは宗門人別改帳（信仰調査簿）
ではなく，人別帳の系譜をひく人口調査簿だっ
たという論点については，高木［２００１：３３-５６］



及び本稿を参照してほしい。
２） 平はこう説明している。「仙台藩の人別改帳
がいつから作成されたかについては，先にも述
べた如く，筆者の見た範囲でもっとも年代の古
いものは，正保二年の磐井郡東山之内保呂羽村
の人数改帳である。『石越村史』には「明暦二
年十月始テ高人数改帳ヲ出ス」とあり，これま
では明暦二（１６５６）年が仙台藩の人数改帳作成
の始めの年と考えられていたが，……仙台藩の
人数改帳は寛永検地の直後に，寛永検地の結果
を整理して作成されたものであることが明らか
になった」（若干加筆・修正し引用）。

３） 仙台市史編さん委員会［２００１：２２４］は，この
「定説」を踏襲した近年の論考では，最もオー
ソライズされたものの一つと思われる。それは
以下のように述べている。「このキリシタン改
めを契機としつつ寛永検地帳後に作成されたの
が人数改帳である。現在知られている仙台領最
古の人数改帳は一六四五年（正保二）の『東山
保呂羽村吉利支丹帳』である」。
この記述は，本書は小野寺［２００１］と同年に
刊行されたので，やむを得なかったかもしれな
い。

４） その１冊とは，元禄１３（１７００）年正月１３日付
の人数改帳である。この帳面の四隅はやはり焼
けているが，書上全体（表紙，人頭，一紙，末
書など）は残った。但し，消失箇所が多いので
全ての世帯を復元することはできない。なお，
下折壁村人数改帳はこの５冊以外に，慶応３年
の帳面が１冊ある。

５） この帳面は，人数帳と出減帳とが合体したか
たちを採っていて，最初に人頭世帯を書上げ，
続いて出減（増減）を書上げている。そこで本
稿は，両者はデータ上区別する必要があるの
で，前者を正保期人数書上データ，後者を正保
期出減書上データと表記している。
ところで仙台藩の人数帳や出減帳の作成は，
伝存史料はひとまず置き，本稿の結論（寛永２０
年説）を考慮に入れると，それ以前の寛永１６
（１６３９）年～同１９（１６４２）年に，試行的に開始さ
れたかもしれない（帳面の作成は，あるいは検
地が終了した村々から順次着手された可能性も

立命館産業社会論集（第４７巻第３号）14

ある）。この推定の根拠は，やや詳しく述べれ
ば以下のとおりである。
仙台藩は寛永１６年２月，家老（国元奉行４
名）が郡奉行に対して，「切支丹改御触証文」と
題する文書を通達した。この文書はすぐに村方
修験（山伏）に触れられたということは，複数
の写しが修験宅に現存しているので確かである
（例えば，菅野［１９４９/７４：３４２-３］，宮城縣史編
纂委員会［１９６０：６９０］，小野寺［２００７：３７０-２］）。
ところで郡奉行は，この文書を修験に通達する
にあたり，「触れ」を添えた。その末尾に，次の
一文がある。

「……人高出人之儀ハ年々ニ穿鑿被申御帳ニ
顕シ，年中ニ壱度宛御代官衆エ為見可被申
候，但無穿鑿ニ而人数御帳ニ付落，札守猥
りニ相出被申候ハヽ，出家・山伏・祢宜・
肝入曲事ニ可被仰付候以上 」

この触れは修験に対して，人数調べや出減調
べのあとに手渡す守り札を，百姓たちが受取る
か否かで，切支丹であるか・そうでないかを見
分けるように命じたもの，と読むことができる
であろう。
それでは郡奉行は修験に対して，何故このよ
うに細かい指示をだしたのだろうか。その理由
としてわれわれは，第１に修験たちは神仏混淆
のこの時代にあっては，百姓たちの内面を知る
良好な地位にあった（彼らは，今も「祈祷寺」
と呼称されるように，密教僧と祢宜とを兼務
し，庶民の信心や病気平癒を担っていた）こ
と，第２に寺のない村々が領内にはかなりあっ
たこと（そうした村では寺請けができなかっ
た），第３に奉行たちは，肝入自身が切支丹で
ある場合もあるのではとの疑念を，払拭しきれ
なかったこと，などを挙げることができる。
なるほど庶民信仰に占める修験たちの立場と
数とは，１７世紀の前半にあっては，寺僧より上
位・多数であったかもしれない。しかし彼らの
経済的地位は，明らかに劣っていた。そこで藩
庁は反対給付として，初穂（手数）料として
「年中ニ壱人ニ付寛永銭三文宛」を取得するこ
とを認めたのである。



この費用はおそらく，１９世紀になると寺僧は
寺請け（つまり押印）手数料を村費から受けと
ったように，村方が負担したであろう（人別改
の経費負担については，高木［２００８：１３９-４２］を
見てほしい）。

６） 寛永総検地は，二代・忠宗が３年を費やして
おこなった領内再検地だった。宮城縣史編纂委
員会［１９６６：１８４］によると，この検地は寛永１７
年７月１日に開始され同２０年９月に終了した。
その詳細については同書を参照してほしい。
なお，下折壁村検地帳５冊の蓋（表紙）日付
は寛永１９年９月２３日であるが，第一冊目の蓋に
「御本丸 御二丸」という文字が記されている
（これは原本の保管ないし筆写場所であったか
もしれない）。

７） 名請人は検地をうけた帳付百姓である。この
うち新百姓は恐らく，検地と同時に土地配分を
受けた者であろう。名請人は竿答人とも呼ば
れ，年貢・諸役を負担した。

８） この記述「正保弐年本帳之内減人」は，正保
２（１６４５）年に「本帳」つまり公式の人数改帳
が作成されていたことを示している（とすれば
その帳面は，寛永期人数帳とほぼ同一の書式・
体裁に仕立てられたであろう。しかし，それは
全く残っていない）。

９） その他には，戸主夫婦の年齢は正保期人数書
上の当該箇所が破損していて不明だが，４パタ
ーンがあった。１）当該世帯に含まれる水呑夫
婦の年齢差が４であるもの１件，２）夫婦の片
方が４であるもの２件，３）子のみ４であるも
の１件，４）夫婦とも又は片方が３であるもの
３件，５）同様に２であるもの１件であった。

１０） 二つの帳面の年齢差は４以外に，３，２，１
歳というケースがいくつかあった。この事実
は，年齢記載は完璧ではなかったということを
示している。しかし帳面作成者（肝入）が，不
正確な記載を意図的におこなったとは思われな
い。何故なら，戸主夫婦の年齢はおおむね正し
いからである。それでは，どんな理由が想定さ
れるだろうか。
以下は筆者の推定である。肝入は組頭を動員
したとしても，人口が１６００人前後もある村で
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は，世帯構成が複雑な家（人頭）も多かったの
で，（戸主夫婦や後継夫婦を除く）一人ひとり
の年齢や移動・異動を，完璧に把握することは
不可能だったのである。

１１） 但し，この帳面の作成月は不明である。しか
しそれは，農作前の季節（春）に調製されたで
あろう。

１２） 図版１に古田内道，安房守殿が見える。下折
壁の知行主と寛永期人数帳・正保期出減帳の年
次特定ついては，小野寺［２００１］［２００２］が詳細
に検討しているので，見てほしい。そこには，
推論の過程で使用された原史料が多数掲載され
ている。

１３） 正保１年は１２月１６日～３０日までのわずか１４日
間。改元前の１１ヶ月と１５日は寛永２１年だった。

１４） 寛永期人数帳の年次特定は，落合屋敷・沢蔵
の世帯（３-２で詳述）１つを追跡することに
よっても，可能である。寛永総検地は下折壁村
の場合，寛永１９（１６４２）年におこなわれ，同年
９月末に各人頭の屋敷名・持高を確定，彼らの
検地帳登録をもって終了した。沢蔵は持高４貫
８５９文（約４９石）の百姓として，帳面に登録され
た。
一方沢蔵は，寛永期人数帳には亘理伊達の邑
主・安房守殿分の肩書付で登録されているが，
彼は寛永２１〔１６４４〕年８月付の留守家知行目録
（水沢・伊達家つまり留守家が，仙台藩主・忠
宗から拝領）にも，同一の持高で登載されてい
る（この年，下折壁村の知行主は亘理・伊達か
ら水沢・伊達に替わったので，沢蔵は前者の知
行目録には現れない）。
従って寛永期人数帳の作成年次は，寛永１９年
９月以降～同２１年８月以前，つまり同２０
（１６４３）年であると結論できるのである。

１５） 沢蔵（平左衛門）夫婦には確かに，十五郎夫
婦がいて家を継いでいる。しかしこの夫婦は，
後継ぎがなかったからであろう，養子を入れて
いる。但し，元禄１３年人数帳の該当部分は焼失
しているので，十五郎夫婦の年齢，養子夫婦の
名前・年齢は読みとることができない。

１６） 千葉鐵男家の墓碑。この碑文は，当家の墓碑
全てがそうであるように，自然石に刻まれた



（しかし，建立年は刻銘されなかった）。碑文に
ある「孝子 敬白」は，本吉郡・磐井郡地方の
元禄初期供養塔に多く見られるとされる。
刻字は，彫りが浅いだけでなく，文字に拙さ
がみえるので，職人（石工）が彫ったものでは
ないであろう。仮に家人（あるいは元禄１３年人
数帳にみえる三代・甚左衛門５２歳）がみずから
鑿を執ったとすれば，それは如何にも好ましく
感じられるであろう。なお，三代・甚左衛門の
出生は正保３（１６４６）年であるが，彼は正保４
年人数帳データには（史料欠損のため）現われ
ない。

１７） 延宝３（１６７５）年の人数書上は，室根村史編
纂委員会［１９６８：２８８-９］が翻刻・収録してい
る，甚左衛門の世帯一つだけの書上である（家
控えとして書写したと推定）。この書上の表題
は「延宝三年下折壁村甚左衛門高人数」されて
いるが，それは仮題と思われる。
この書上に見える甚左衛門世帯は，持高２貫

７１９文（他に切添新田４７７文）を所持し，戸主家
族９人，下人４人，名子７家族からなり，合わ
せて６５名と記されている。

１８） 小山勝敏家のこの位牌はかなり大きく（総高
５８㎝），台座を除く高さ４７.０㎝，幅２０.０㎝，厚さ
１.２㎝。木製・黒漆塗りで，法名１８を刻む。文
四郎のこの碑文は，その刻銘場所と文字サイズ
を考慮すると，あとから追刻・挿入されたもの
とわかる。
挿入の理由はこうではないか。彼は極めて長
命だったから，生前からこの位牌に物故者（先
祖，家族）の法名を整理・刻銘していたのであ
ろう。従って彼が死去したとき，位牌表面に刻
銘スペースはなかった。遺族はおそらく，先祖
中の先祖とも言うべき文四郎の法名を，裏面に
刻むことは憚ったであろう。そこで彼らは窮余
の策として，碑文と碑文（法名と法名）のあい
だに，文四郎の碑文を挿入したのである。

１９） 寛永２０年人数帳，正保４年出減帳はいずれ
も，帳面の途中で人数を中間集計し（その数値
を書上げ）ている。前者は（図版１にあるよう
に）「都〔合〕人数六百七拾四人 内一男三百七
拾八人 一女弐百九拾六人， 御伝馬町之内」
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と記され，後者は「人高六百五拾壱人 内一男
三百六拾四人 一女仁百八十七人 右減人合四
拾九人 内一男仁十仁人 女仁十七人」と書か
れた。
筆者は，「御伝馬町之内」という言葉は（図版
２にもあるように），帳面の区切りを示す文言
であったと考える。つまりそれは，「以上の書
上は村住居の人頭，以下の書上は町住居の人頭
である」と言っているのである。従って，上記
数値は村住居の人数であると判断できる。しか
しながら，町住居の人数を記した丁は両年とも
失われたので，その人数（従って下折壁村総人
数）はわからない。

２０） 正保４年出減帳が記している「正保弐年本
帳」は，あるいは「正保二年東山保呂羽村吉利
支丹帳」とおなじ様式と内容で書上げられたか
もしれない。そうだとすると，保呂羽村の帳面
はその表題から推定すると，写本だった（つま
り，吉利支丹張という名称ではなかった）可能
性がたかい。
しかし下折壁村の「本帳」は，小野寺富雄家
文書には見当たらないので，今のところよくわ
からない。

２１） 領知宛行状は，永原［１９９９：１１９１］によれば，
こう説明されている。「主君が従者に領知（知
行）を与える際に発給した文書。将軍発給の領
知状は，原則として１０万石以上は判物〈花押を
据えた文書〉を，１０万石未満は朱印状を発給し
た」。

２２） 藩庁が人数帳の雛型を配布したとすれば，そ
れは遅くとも寛永１９年の秋だったであろう。何
故なら雛型配布は，寛永２０年人数帳は同年春
（即ち農作前）に調製された筈であり，そこか
ら準備（下調べ）に要した月日を差引く（つま
り逆算する）と，遅くとも前年（寛永１９）秋
（農作終了）までに完了させる必要があったか
らである。
そうだとすれば藩庁は，下折壁村検地帳の完
成（寛永１９年９月２３日）とほぼ同時（あるいは
完成前）に，寛永期人数帳の作成指示を出した
であろう。下折壁の事例はそう示唆しているよ
うに思われる。
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Abstract:Howfardoescensus-takingofpopulationdatabythepowerfuldateback,andwhatwas
thepurposeoftheearliestcensus?In453BC,theRomanRepublicstartedappointingcensorsto

conductacensuseveryfiveyears.Thepurposesofthecensusweretograspthenumberofthose

withcitizenship(menaged17andover),investigatethewealthofcitizensandenforcediscipline.

Suchancientcensusdocumentsfrom Livy(59BC-17AD)provideuswithpopulationrecords

coveringsome40yearsoutofabout550yearsfromtheRomanRepublictotheearlyRoman

Empire(after27BC).IntheEastAsiancontext,apopulationregistercreatedin416ADstill

existsinChina,andinJapanthereisafamilyregisterpreparedin702AD.Thepurposeofthe

former(intheEasternJinDynasty)wastograspthepopulationofvillagersandsoldiers.The

objectiveofthelatterwastoconductaresidentsurveyandenlistmenintomilitaryforces,based

ontheAsukaKiyomiharaCode,acollectionofgoverningrulescompiledin689AD(duringthe

NaraPeriod).About900yearslater,intheearlymodernperiod,censuses(Ninbetsu-aratame)

wereconductedforthepurposeofconscription.Theirpurposechangedovertimetothatof

implementingeconomicandsocialpolicies.Forinstance,registers(Ninbetsu-aratame-cho)were

createdbyHosokawa,feudallordoftheBuzenProvinceinOctober1609,andbyDate,afeudal

lordoftheMutsuProvinceinMay1645.However,thewhereaboutsoftheregistercompiledby

Datehasremainedunknown,makingitdifficulttoconfirmwhetheritwastheoriginaloracopy.

From1958to2000,itwasunclearwhetheritwasinfacttheSendaiClan’soldestregister.In2001,

however,additionalhistoricalmaterialswerediscovered.Thisdiscoveryprovideduswitha

valuableopportunitytoreviewawidelyacceptedopinion.Basedonthosenewlydiscovered

historicalmaterialsandrelateddata,weattemptedtore-estimatetheageofcompilationofan

earlyregister.Asaresult,weconcludedthatanotherregisterwascreatedbytheSendaiClanin

1643,twoyearsearlierthanwidelyaccepted.

Keywords:populationregister,migrationofcommoner(s),Ninzu-aratame-cho,Deberi-cho,epitaph,
mortuarytablet

CensusesofPopulationandCommoners’Migrationinthemid-17th
Century:EstimationoftheageoftheSendaiClan’s

earlyregister“Ninzu-aratame-cho”
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